
第１回遠野市都市計画審議会会議録 

 

１ 審議会開催の日時及び場所 

（１）日時 令和４年11月21日（月）午後１時30分開会 

（２）場所：とぴあ庁舎中会議室 

 

２ 付議案件 

 （１）議案第１号 会長の選出について 

 （２）議案第２号 会長職務代理者の指名について 

 

３ 会議を構成する者の現在総数及び出席者の数 

 （１）会議を構成する者の現在総数 13名 

 （２）出席委員数 13名 

    委員 井手 八重子 

       菊池 孝二 

       佐々木 精太郎 

       佐々木 浩章 

       成瀬 達也 

       千田 由美子 

       佐々木 恵美子 

       菊池 浩士 

       小林 立栄 

       菊池 美也 

       佐々木 健 

       及川 明彦 

       村上 健吾 

 

 （３）遠野市出席者 

    市長 多田 一彦、環境整備部長 奥寺 国博、まちづくり推進課長 村上 明洋、 

課長補佐兼まちづくり係長 佐々木 善一、建築係長 西村 悠治、主任 大坊 栄輔、 

技師 大里 綾 

 

４ 辞令交付式 

 （１）辞令交付対象委員数 13名 

    委員 井手 八重子 

       菊池 孝二 

       佐々木 精太郎 

       佐々木 浩章 

       成瀬 達也 

       千田 由美子 



       佐々木 恵美子 

       菊池 浩士 

       小林 立栄 

       菊池 美也 

       佐々木 健 

       及川 明彦 

       村上 健吾 

 

５ 議事  

午後１時30分 開会 

 

（１）開会（まちづくり推進課長 村上 明洋） 

    只今から、令和４年度第１回遠野市都市計画審議会を開催します。私は本日司会進行を務め 

ます、まちづくり推進課の村上と申します。どうぞよろしくお願い致します。 

   開会にあたりまして、市長からご挨拶があります。 

 
（２）挨拶（市長 多田 一彦） 

   皆様、こんにちは。お忙しい中、本日の都市計画審議会にお集まり頂きありがとうござい 

ます。 

   この都市計画審議委員会とは、遠野市においては非常に重要なものです。学識経験者、市 

議会議員の方々、県の職員の方、それから市民の代表の方、13名で構成させて頂きました。 

今年８月31日に任期満了となっておりますので、先ほど辞令を交付させて頂きました委員の 

  皆様には、10月１日から令和６年９月30日まで、任期としてご協力いただきたいと考えてお 

ります。今日は会長の選任等がございます。ご審議頂きたいと思います。 

遠野市は比較的、都市計画区域というものが無く、あまり触れる機会が無いのですが、地

域を指定するのであれば、問題が起きた時に、どうするのか対処、意見を頂くのが大事です。

例えばソーラーの開発がありまして、これらについて、しっかりとした対応をとっていくと

いう上でも、審議会の役割は非常に大事になります。事業者の方々も、いや、ちょっとそれ

は違うんじゃないかとか、いろんなことも出てくるわけです。そういう時に、しっかりと意

見を出し合うという事が重要で、時には専門家をお呼びして、詳しく精査する事も必要にな

ってきます。 

これらの事をするためには、公平性が大事です。例えばある土地、事業の関係者の方が審 

議員になっていた場合は、これは審議にならないですね。議会だってそうですし、そういう 

事もしっかりと考えた上で委員の選任をしなければならないという事です。遠野の自然を守 

って、環境を整えながら発展させていく事を考えると、今回、本当にその重要性というのを 

痛感しております。皆様には、お忙しい時間ですけどもどうぞよろしくお願いしたいという 

ふうに思います。 

そして、同時に今これから再生エネルギー等、様々なものが進んできます。国の政策もそ 

うですし、様々なところで再生可能エネルギーというものを大事にしながらやっていかない 

ともたない。遠野にある条例もありますが、この条例が果たして今の時代に適しているのか 



どうかという事も考えていかなければいけないことです。正しく、自然を大事にしながら遠 

野を発展させることを考えなければならない。そういう事でございますので、皆様にご協力 

をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（３）議事（まちづくり推進課長 村上 明洋） 

それでは、次第に従い議事に進みます。会長が議長になることとなっておりますが、会長 

は、選挙により選任することになっております。会長が決まるまでの間、仮議長に環境整備 

部長をお願いしたいと思いますが、委員の皆様よろしいでしょうか。  

   

―異議なしの声― 

 

（まちづくり推進課長 村上 明洋） 

   環境整備部長は、議長席への移動をお願いします。 

市長は別公務があるため、ここで退席となります。 

   

  ―市長退席― 

 

（仮議長 環境整備部長 奥寺 国博） 

   環境整備部長の奥寺と申します。会長が選任されるまで仮議長を務めさせていただきます 

ので、どうぞよろしくお願いします。出席委員の数と審議会の成立の可否について事務局よ 

り報告願います。 

 

  （まちづくり推進課長 村上 明洋） 

   報告致します。審議会委員 13 名中 13名の出席であります。遠野市都市計画審議会条例第 

６条第２項の規定に基づき、委員の過半数以上が出席しておりますので、今審議会は成立し 

ます。 

 

（仮議長 環境整備部長 奥寺 国博） 

只今事務局より審議会が成立するとの報告がありましたので、進行します。 

議事に入ります前に、遠野市都市計画審議会規則第４条の規定による会議録署名人に、学 

  識経験者から井手八重子委員、市議会議員から千田由美子委員の２人を指名します。 

それでは、議事に入ります。 

議案第１号「会長の選任について」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

（まちづくり推進課長 村上 明洋） 

   議案第１号「会長の選任について」を説明いたします。 

   遠野市都市計画審議会条例第５条第１項の規定により、会長を選任するものでございます。 

提案理由、遠野市都市計画審議会の運営にあたり、学識経験者のある委員の内から、選挙に

より選任しようとするものです。以上で説明を終わります。 

 



（仮議長 環境整備部長 奥寺 国博） 

 只今から、会長の選挙を始めます。これは通常の選挙と同じですので、ここから準備を始 

めさせていただきます。事務局は投票用紙の配布、準備をお願いします。 

 書き始める前に、お渡ししました学識経験者の中から選出することとなっていますので１ 

名を選んで氏名を記入して投票して頂くというものになっています。 

 はじめに、立候補はございますか。ありましたら手を挙げて頂いて表明をして頂きたいと 

思います。 

 無いようですので、投票に進みます。 

 各委員は自席で、配布された投票用紙に、学識経験者の委員の中から１名を選んで氏名を 

記入し、投票箱に投票してください。 

 学識経験者以外の氏名を記入しますと無効となります。 

 また、姓が同一の委員がおりますので、姓のみでなく名まで記入されますよう、お願いし 

ます。 

 

―各自記入―  

 

（仮議長 環境整備部長 奥寺 国博） 

では、投票に入ります。投票につきましては、投票箱のほうまでお進み頂いて投票をお願 

いしたいと思います。井手委員から順次、投票をお願いします。 

 

―投票― 

 

（仮議長 環境整備部長 奥寺 国博） 

   投票が終わりましたので、開票いたします。事務局は開票をお願いします。 

  

  ―開票― 

 

  （仮議長 環境整備部長 奥寺 国博） 

   それでは、投票結果を発表してください。 

 

（まちづくり推進課長 村上 明洋） 

  投票総数13票、菊池孝二委員10票、佐々木精太郎委員２票、成瀬達也委員１票、以上でご 

 ざいます。 

 

（環境整備部長 奥寺 国博） 

  只今発表がありましたとおり、菊池孝二委員が会長に選任されました。会長が選任されま 

したので、仮議長の役目は終了となります。ご協力ありがとうございました。 

 



（まちづくり推進課長 村上 明洋） 

遠野市都市計画審議会条例第5条第2項の規定により、会長が会議の議長になることになっ

ておりますので、菊池孝二会長は、議長席へ移って頂き、進行方よろしくお願いします。 

 

（議長 菊池 孝二） 

進行の前に。私も昔都市計画課にいたことがあったのですが、本当に前で、昭和49年に土

地公拡法等非常にいろいろな施策がありました。 

その時に遠野市には都市計画区域、それから用途地域がまだなかったですから、昭和49年、

50年に制定になりました。都市計画図を見ればわかるのですが、商業地域や準工業地域等様々

定めています。新張あたりは近隣商業地域がありますが、あの頃はよく分らなくて50ｍくら

いあればいいんじゃないかということで、用途地域を決めたわけですが、あれからうん十年

たち今はショッピングモール化して100ｍも200ｍも広がるような状況になっています。その

時、一緒に農業振興地域等様々決めたわけです。 

   市長が先ほど言っていた都市計画区域外のことは審議会ではどうなのかなと思いますけど 

も、私もよく分りませんが、皆さんと一緒に、手伝ってもらいながら、協力してもらいなが

ら、先ほど任期を聞いたら４年だか、５年、年齢的に挫折するんじゃないかと思ったりして

いますが、皆さんの協力をお願いします。 

それでは、遠野市都市計画審議会条例第５条第２項の規定により、会長に選任された私が 

  議長を務めさせていただきます。 

議案第２号「会長職務代理者の指名について」を議題といたします。事務局の説明を求め

ます。 

 

（まちづくり推進課長 村上 明洋） 

議案第２号「会長職務代理者の指名について」説明いたします。 

遠野市都市計画審議会条例第５条第３項の規定により会長職務代理者を指名するもので

す。提案理由、遠野市都市計画審議会の運営にあたり会長職務代理者を指名しようとするも

のです。以上で説明を終わります。 

 

（議長 菊池 孝二） 

遠野市都市計画審議会条例第５条第３項の規定により、会長に事故があるとき、又は会長

が欠けた時は、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理することになっています。 

会長の私が指名することになっておりますので、会長選挙で次点でありました佐々木精太

郎氏を会長職務代理者に指名します。 

それでは議案第２号につきましては、そのように決定させて頂きますが、宜しいでしょう 

か。 

 



―はい。の声― 

 

（議長 菊池 孝二） 

それでは次第に従いまして議事を進めさせていただきます。 

その他、第１号遠野市都市計画審議会について、第２号都市計画の概要について及び第３ 

  号本市の都市計画事業について事務局の説明を求めます。 

 

―事務局説明― 

 

    （議長 菊池 孝二） 

     これで議事については終了します。事務局お願いします。 

 

（４）閉会（まちづくり推進課長 村上 明洋） 

 長時間にわたりご審議頂きありがとうございました。 

それでは以上をもちまして、令和４年度第１回遠野市都市計画審議会を終了させて頂きま 

す。ありがとうございました。 

 

 

 

          午後２時47分 閉会 

 


